
S t a t u s

相談の背景 B a c k  g r o u n d

税理士から、顧問先が所有する土地（個人所有）と
ビルの共有持分（同族法人所有）を「将来の相続に
備えて処分を検討したい」旨の相談がありました。

当該ビルは、約50年前に複数の土地（筆単位）所有
者が、その土地上に共同で建てた商業ビル。各々の
出資割合で持分登記されており、区分所有建物で
はないことから各持分所有者が単独で処分するこ
とが困難な状況でした。また、共同出資者は当該ビ
ルの管理会社を設立していたため、管理会社の株式
等、不動産以外の財産についても整理する必要があ
りました。

なお、各土地及び建物全体を第三者に売却すること
を提案しましたが、承諾しない権利者がいて全員
の同意を得ることは困難であるとのことでした。

共有不動産は、年月の経過とともに相続による共有者の増加や共
有者間の関係性の悪化などによりトラブルの起きるリスクが高い
財産といえます。トラブルの火種を増やすのではなく、管理・処分
の自由度が向上するような譲渡方法を模索・ご提案いたします。

M e s s a g e
ひとこと

共同ビルの持分所有者が抱える問題を解決CASE 5
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着眼点 P o i n t

Task

● ビルの共有持分のみの売却となると第三者の買い手が付きにくい
● 不動産のみならず同時に株式等の財産整理も必要
● 第三者に売却できたとしても後々、共有者間でトラブルに発展する可能性も

● 第三者の買い手が付くか
● 共有者の中に購入できる者はいないか

問題点 P r o b l e m

A B C D E F

A : 土地の所有権・ビルの持ち分その他
株式等を処分したい！

解決までの流れ H o w  t o

本事例のポイント P o i n t

共有持分を第三者に売却するとなる
と、後に処分がしづらい・買い手がつ
きにくい・価格が落ちる・共有者間
でトラブル発生の可能性といったデ
メリットが。
その一方、同じ共有者が買主となれ
ば、売主にとってはスムーズで好条
件な売却となり、買主にとっても土地
所有権と建物持分が増えるというメ
リットがあります。

※自分の持分を売却する、居住する等の行為は「使
用行為」にあたり、共有名義人が単独で行えます。

共有持分は共有者に譲渡ができると
スムーズかつ以後のトラブル発生リスクも下がるP O I N T

まず、不動産業者を中心に買い手
を探索したが、やはり共有持分と
いうことがネックとなり検討でき
る不動産業者は現れなかった。

登記簿上の各共有者のうち、上位
の持分を有する数名に声を掛け
た。並行してビルの借主にも声を
掛けようと試みたが、ビルの管理
会社と借主との間でトラブルが生
じている事実が判明。そこで、ビ
ルの借主に持分が移転することを
危惧した共有者のうち1名から購入
の申し出があった。

1
共有者間で売買をできるか検討 売買条件の交渉、契約

2 3
第三者の買い手を探索

対応の結果 買主が同じ共有者だったことから物件の歴史や取り巻く状況をよく熟知していたため、
引き渡しまでスムーズに進めることができ、相談者、買主、双方に大変喜んでいただいた。

共有名義の不動産の一般的な問題点(一例)

1. 自由に処分・管理・建て替えはできない

2. 相続による権利の複雑化 3. 第三者の介入によるトラブル

土地所有権及び建物の持分並び
に株式等について、価格、その
他諸条件を交渉し取りまとめ、土
地（底地）売買契約（個人）・借地
権付建物売買契約（同族法人）・
株式等譲渡契約を不可分一体の
契約として手続きを進め、無事、
引き渡しまで終えた。

相続により共有者が
増えたり、共有者同
士の関係性が希薄
になったりすることも

第三者への売却で
その他の共有者との
間でトラブルが生じ
てしまうことも

保存行為 管理行為 変更行為
各持分権者が
単独で可能

全共有者の
同意を
要する

持ち部分価格の
過半数の
同意を要する

OK! OK! OK!


